
JP 4235333 B2 2009.3.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下方向に延びて設けられたシート材搬送経路に沿って設けられ、シート材を正逆両方
向に搬送可能なシート材搬送手段、及び、前記シート材搬送経路上の複数の分岐点からそ
れぞれ分岐する複数の分岐搬送経路を有するシート材反転部と、
　前記複数の分岐搬送経路の一部に対してそれぞれ接続して設けられた複数の積載トレイ
と、
　前記複数の分岐搬送経路の一部に対して接続して設けられたシート材後処理部と、
　を備え、
　第１の面を表面にしてシート材搬送経路に搬入されたシート材を、前記シート材搬送手
段により、前記シート材搬送経路の正方向に搬送させ前記複数の分岐点のうちのいずれか
を通過させた後、前記シート材搬送経路を逆方向に搬送させて、前記分岐点のいずれかか
ら分岐する分岐搬送経路を介して前記第１の面を裏面にして前記複数の積載トレイのいず
れか又は前記シート材後処理部に排出するシート材処理装置であって、
　前記複数の積載トレイと前記シート材後処理部とが、前記シート材搬送経路に沿うよう
に上下方向に並設され、
　前記シート材搬送経路の一部と、装置本体に対して配設される前記シート材後処理部の
設置領域とが、水平方向に投影した場合に重なるように設けられている
　ことを特徴とするシート材処理装置。
【請求項２】
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　前記複数の分岐点に、前記シート材搬送手段により前記シート材搬送経路を逆方向に搬
送されるシート材の搬送経路を前記分岐搬送経路に切換える切換手段を備えることを特徴
とする請求項１に記載のシート材処理装置。
【請求項３】
　前記切換手段は、前記シート材搬送手段により前記シート材搬送経路を正方向に搬送さ
れるシート材はそのまま通過させ、前記シート材搬送手段により前記シート材搬送経路を
逆方向に搬送されるシート材の搬送経路を前記分岐搬送経路に切換えることを特徴とする
請求項２に記載のシート材処理装置。
【請求項４】
　搬入されたシート材をシート材検知手段により検知した後、所定のタイミングで前記シ
ート材を逆方向に搬送させるように前記シート材搬送手段を制御する制御手段を備えるこ
とを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載のシート材処理装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記シート材検知手段によるシート材の検知に基づき、正方向に搬送
されるシート材の後端が前記複数の分岐点のうちいずれかを通過した後、次の分岐点に到
達する前の所定のタイミングで前記シート材を逆方向に搬送させるよう前記シート材搬送
手段を制御することを特徴とする請求項４に記載のシート材処理装置。
【請求項６】
　給送されたシート材に画像を形成する画像形成手段をさらに備え、
　前記画像形成手段から排出されたシート材の表裏を前記シート材反転部により反転させ
ることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載のシート材処理装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば、複写機、プリンタ、あるいは、ファクシミリ装置などの、シート材上
に画像を形成する画像形成手段を備えたシート材処理装置に関し、特にシート材の表裏を
反転させるシート材反転装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、複写機、プリンタ、ファクシミリ等に代表される画像形成装置においては、画像形
成装置へのシート材供給や、画像が記録されたシート材を複数のトレイへ任意に仕分けて
搬出したり、あるいはステイプルするといったシート材後処理装置が用いられている。
【０００３】
これは、複数の人数で使用するネットワークプリンタ等の画像形成装置において、記録が
なされたシート材を大量に一つのトレイに搬出すると、該トレイ上に積載されたシート材
束の中で各人の出力した書類がどれかわからなくなる恐れがあるため、これを複数のトレ
イに任意に仕分けして搬出し書類毎に分けることが可能となるようにしたものである。
【０００４】
図４は、従来技術を説明するための図である。シート材後処理装置として、画像形成装置
２００本体から搬送されるシート材を受け取り、複数の排出トレイに任意にそれぞれ仕分
けて排出積載するソータ装置２０２が装着されている。
【０００５】
そのソータ装置２０２は、周知の通り、主に同一書類を複数部コピーする中速～高速複写
機や、大量のシート材をプリントする大型プリンタに装着して用いられている。
【０００６】
さらに、ソータ装置２０２の下流には、大容量のトレイを備えた大容量スタッカー装置２
０３が連結されている。スタッカー装置２０３へのシート材供給は、ソータ装置２０２の
下部に配された搬送路２０２ａを通過したシート材を、スタッカー装置２０３の下部より
受け取り行われる。
【０００７】
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そして、これらは画像形成装置横に並列に接続されるため、そのまま後処理したのでは、
画像を形成したページ順が逆になったまま後処理されてしまう。
【０００８】
そこで、シート材後処理装置と画像形成装置２００との間に反転装置２０４を介存させ、
シート材の表裏を反転させてからシート材後処理装置へと搬入させ、ページ順に積載でき
るようにしてから後処理を行なう。
【０００９】
画像形成装置２００の排紙口近傍には、シート材の表裏を反転させる反転装置２０４が装
着されており、画像形成装置２００より搬入されてきたシート材を反転搬送路上で、シー
ト材の後端を先頭にして逆送させ、排出口２０４ａより下流のソータ装置２０２へと排出
される。
【００１０】
このように、ページ順をそろえてからシート材後処理装置へとシート材を供給する。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のような従来技術の場合には、下記のような問題が生じていた。
【００１２】
画像形成されたシート材に対して、ソートやステイプルといった後処理をさせるためには
、ページ順を揃える必要があり、シート材の表裏を反転させる反転装置をシート材後処理
装置との間に設置していたが、設置スペースとしては、画像形成装置、反転装置、シート
材後処理装置の３装置分が必要であり、また、最終排出口までの搬送路が長く、出力完了
までに要する時間が多くかかっていた。
【００１３】
さらに、多様なニーズに応えて行くためには、異なる処理機能を持った後処理装置を、さ
らに並列接続していたために、より多くの設置スペースを必要とし、かつ、出力完了まで
の時間もより多くかかっていた。
【００１４】
　本発明は上記の従来技術の課題を解決するためになされたもので、その目的とするとこ
ろは、設置スペースを大きくすることなく、限られた設置スペースの中でシート材処理に
対する多様なニーズに対応可能なシート材処理装置を提供することにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために本発明にあっては、
　上下方向に延びて設けられたシート材搬送経路に沿って設けられ、シート材を正逆両方
向に搬送可能なシート材搬送手段、及び、前記シート材搬送経路上の複数の分岐点からそ
れぞれ分岐する複数の分岐搬送経路を有するシート材反転部と、
　前記複数の分岐搬送経路の一部に対してそれぞれ接続して設けられた複数の積載トレイ
と、
　前記複数の分岐搬送経路の一部に対して接続して設けられたシート材後処理部と、
　を備え、
　第１の面を表面にしてシート材搬送経路に搬入されたシート材を、前記シート材搬送手
段により、前記シート材搬送経路の正方向に搬送させ前記複数の分岐点のうちのいずれか
を通過させた後、前記シート材搬送経路を逆方向に搬送させて、前記分岐点のいずれかか
ら分岐する分岐搬送経路を介して前記第１の面を裏面にして前記複数の積載トレイのいず
れか又は前記シート材後処理部に排出するシート材処理装置であって、
　前記複数の積載トレイと前記シート材後処理部とが、前記シート材搬送経路に沿うよう
に上下方向に並設され、
　前記シート材搬送経路の一部と、装置本体に対して配設される前記シート材後処理部の
設置領域とが、水平方向に投影した場合に重なるように設けられている
　ことを特徴とする。
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【００１６】
前記複数の分岐点に、前記シート材搬送手段により前記シート材搬送経路を逆送されるシ
ート材の搬送経路を前記分岐搬送経路に切換える切換手段を備えることも好適である。
【００１７】
前記切換手段は、前記シート材搬送手段により前記シート材搬送経路を正方向に搬送され
るシート材はそのまま通過させ、前記シート材搬送手段により前記シート材搬送経路を逆
送されるシート材の搬送経路を前記分岐搬送経路に切換えることも好適である。
【００１８】
搬入されたシート材をシート材検知手段により検知した後、所定のタイミングで前記シー
ト材を逆送させるよう前記シート材搬送手段を制御する制御手段を備えることも好適であ
る。
【００１９】
　給送されたシート材に画像を形成する画像形成手段をさらに備え、
　前記画像形成手段から排出されたシート材の表裏を前記シート材反転部により反転させ
ることを特徴とする。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下に図面を参照して、この発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。ただし
、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状それらの相対配置などは
、発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものであり、この発
明の範囲を以下の実施の形態に限定する趣旨のものではない。
【００２１】
　（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態に係るシート材処理装置として、画像形成装置にシート材反
転装置（シート材反転部）とシート材後処理装置（シート材後処理部）を装着した状態の
断面図である。
【００２２】
画像形成装置１において、その表面に画像形成を完了したシート材が、画像面を上にした
ままで順次積載されていくと、画像形成を行った順番とは逆となってしまう。画像形成し
た順番と揃うようにするため、図１に示すシート材反転装置５０を画像形成装置１の受け
渡し口の近傍に装着し、シート材の表裏を反転し画像面を下にするように排出積載する。
【００２３】
画像形成装置であるプリンタ１には、正面から装着されるフロントローディングタイプの
シート材カセット９３が設けられている。シート材カセット９３に収納されているシート
材Ｓは、ピックアップローラ９４とフィードローラ９５及びリタードローラ９６からなる
逆転分離手段とにより一枚ずつ分離給送されて送り出されて行く。このシート材カセット
９３から送り出されたシート材は、画像形成部１０１において、所定の画像を形成される
。
【００２４】
　画像形成部１０１は、プリンタから着脱自在なプロセスカートリッジ１０２を有してお
り、このプロセスカートリッジ１０２には、像担持体である電子写真感光ドラム１０３，
表面を帯電させるための帯電手段１０４，感光ドラム１０３上のトナーにより画像を形成
するための現像手段１０５，転写後の残留トナーを除去するクリーニング手段１０６が設
けられている。
【００２５】
また、画像形成部１０１には、感光ドラム１０３上に形成されたトナー像をシート材Ｓに
転写するための転写ローラ１０８が設けられている。この転写ローラ１０８は、感光ドラ
ム１０３にシート材カセット９３から送られたシート材Ｓを押圧し、かつ帯電したトナー
像と逆極性の電圧を印加し、シート材Ｓにトナー像を転写するものである。
【００２６】
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画像形成部１０１の下流には、シート材Ｓ上に転写したトナー像をシート材Ｓに定着させ
るための定着手段１０９が設けられている。
【００２７】
また、プリンタ１の下部には、大容量のシート材供給手段６も備えられており、プリンタ
１の下部よりシート材Ｓを自動給送する事ができる。
【００２８】
シート材供給手段６のシート材収納部に収納されているシート材Ｓは、ピックアップロー
ラ１２０とフィードローラ１２１及びリタードローラ１２２からなる逆転分離手段とによ
り一枚ずつ分離給送されて送り出されて行く。その後、送り出されたシート材Ｓは、プリ
ンタ１に搬入され、画像形成部１０１において、前述した過程をへて画像が形成される。
【００２９】
定着手段１０９により、表面に画像が定着されたシート材Ｓは、排出ローラ１１１によっ
てシート材反転装置５０へ送り出される。シート材反転装置５０の搬入口の近傍には、シ
ート材の搬入を検知するシート材検知手段５１とその下流に搬送路を切換える切替手段と
してのフラッパー５２があり、図示しないアクチュエータ手段によって５２ａを中心にし
て回転し、図１の実線と破線の位置とに選択切替が可能である。
【００３０】
シート材Ｓの表裏を反転させ、ページ順に積載させて行く場合には、図１の実線で示す位
置で略鉛直に配したシート材搬送経路としての反転搬送路７０へとシート材Ｓをガイドす
る。
【００３１】
次に、積載トレイ５８へ積載させる場合について説明する。
【００３２】
　不図示の制御手段は、シート材検知手段５１により検知した後、シート材Ｓ後端が切替
手段としてのフラッパー５３を通過してから、切替手段としてのフラッパー６０到達前ま
での所定のタイミングで、反転搬送路７０上にある正逆転可能な正逆ローラ５４，５５，
５６（シート材搬送手段）を逆転駆動し、シート材Ｓの後端を先頭にして反転搬送路７０
を逆送させる。
【００３３】
逆送したシート材Ｓはフラッパー５３により搬送方向を切り替えられ、表面を下にして分
岐搬送経路７１を介して積載トレイ５８上へ排出、積載されて行く。
【００３４】
また、フラッパー５２が、破線で示す位置においてはプリンタ１から搬入されてきたシー
ト材Ｓを反転せずに、画像面を上にしたままでシート材Ｓを積載トレイ５８へとガイドす
る。
【００３５】
次に、積載トレイ５９へ積載させる場合には、シート材Ｓの後端がさらに下流にあるフラ
ッパー６０を通過してから、フラッパー６２到達前までの所定のタイミングで、不図示の
制御手段が逆転駆動をしてシート材Ｓの後端を先頭にし逆送させ、フラッパー６０により
搬送方向を切り替えられ、表面を下にして分岐搬送経路７２を介して積載トレイ５９上へ
排出、積載させて行く。
【００３６】
同様に、シート材後処理装置６３へシート材Ｓを供給する場合には、シート材Ｓの後端が
さらに下流にあるフラッパー６４を通過した後の所定のタイミングで、不図示の制御手段
が逆転駆動をしてシート材の後端を先頭にし逆送させ、フラッパー６４により搬送方向を
切り替えられ、表面を下にして分岐搬送経路７４を介してシート材後処理装置６３へシー
ト材Ｓを供給し、シート材後処理装置６３の次工程でシート材Ｓへステイプル等の後処理
が行なわれる。そして、大容量の積載トレイ６５へと排出され積載されていく。
【００３７】
このように、反転搬送路７０に沿って設けてあるシート材後処理装置へのシート材供給を
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、非常に短い搬送距離にて行うことが可能となる。
【００３８】
また、反転搬送路７０上に設けられている切替手段であるフラッパー６０，６２，６４は
各々実線で示す位置に軽く付勢されており、シート材Ｓが上流より搬送されてくると、そ
のシート材Ｓの先端に押され破線で示す位置に回動し、反転搬送路のゲートを開ける。
【００３９】
そして、シート材Ｓの後端が通過すると、前述した付勢力により実線位置へと速やかに戻
る。その後、シート材Ｓが反転搬送路７０上を逆送してくると、実線位置にてシート材Ｓ
の搬送方向を切り替える。
【００４０】
また、フラッパー６０，６２，６４の付勢力は、付勢手段により付勢されることによるも
のでもよく、フラッパーが弾性部材で構成されることによるものでもよい。
【００４１】
このように、反転搬送路７０上に切替手段を複数設け、シート材検知手段のシート材検知
から逆転動作を起動させる時間を複数設定可能とし、正逆ローラを逆転させる起動タイミ
ングを制御手段により制御することによって、シート材反転装置の反転搬送路７０上でシ
ート材Ｓの振り分けを行なうことができ、排出口を選択してシート材Ｓの供給と仕分けを
行なうことが可能となる。
【００４２】
さらに、複数のシート材後処理装置を接続させる場合には、従来のように迂回させなくと
も、反転搬送路７０に沿って異なるシート材後処理装置を接続させることによって、シー
ト材後処理装置６３へのシート材供給で説明したように、反転搬送路から直接供給できる
ので、搬送路が大幅に短くでき、出力完了までの時間を短縮することが可能になる。
【００４３】
（実施の形態２）
上記実施の形態１では、略鉛直の反転搬送路を備えたシート材反転装置について説明した
が、反転搬送路は鉛直に限られるものではない。図２は、本発明の実施の形態２に係る略
水平の反転搬送路を備えたシート材反転装置を説明する図である。なお、実施の形態１と
同様の構成部分については同一の符号を付して、その説明は省略する。
【００４４】
画像形成装置内で一連の画像形成プロセスを経て画像を形成されたシート材Ｓは、表裏を
反転させ画像形成された順に後処理が行われるように、シート材反転装置８０へと導かれ
ていく。
【００４５】
本実施の形態のシート材反転装置８０には略水平な反転搬送路８８が設けられており、搬
入されてきたシート材を搬入口近傍のシート材検知手段８１により検知し、不図示の制御
手段は所定のタイミングで逆転可能な正逆ローラ８３を逆転駆動し、略水平な反転搬送路
８８を逆送させる。
【００４６】
その反転搬送路８８には切替手段であるフラッパー８４，８５が設けられており、積載ト
レイ８６にシート材Ｓを積載させる場合には、シート材Ｓの後端がフラッパー８４を通過
した所定タイミング後に逆転起動をかけ、フラッパー８４により逆送方向を切り替えられ
、分岐搬送経路８４ａを介して積載トレイ８６へとシート材Ｓを搬送させる。
【００４７】
積載トレイ８７へシート材Ｓを積載させる場合には、シート材Ｓの後端がフラッパー８５
とフラッパー８４との間に位置する所定のタイミングで、逆転駆動をかけシート材Ｓを逆
送させる。そして、フラッパー８５により反転搬送路８８を切り替えられ、シート材Ｓは
分岐搬送経路８５ａを介して積載トレイ８７へと搬送され、積載して行く。
【００４８】
もちろん積載させるだけではなく、ステイプル可能なシート材後処理装置等を積載トレイ
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８７に相当する位置に配置してもよい。
【００４９】
（実施の形態３）
数多くの画像形成装置が存在するが、排紙口高さが同一なものは少なく、個々に異なる排
紙口高さをもっている。そして、異なる排紙口高さをもった画像形成装置ごとに、シート
材後処理装置側も受け取り口高さを変えた製品が個々に用意されている。
【００５０】
図３は設置床面からの高さが異なる画像形成装置Ｂに、Ｂとは排紙口高さが異なる画像形
成装置用に開発されたシート材後処理装置としての大容量のステイプルスタッカーＣを、
本発明を適応させたシート材反転装置Ｄを介在させて装着した状態を説明する図である。
【００５１】
設置床面からの排紙口高さｂに対応した位置に、シート材反転装置Ｄを装着し、画像形成
装置Ｂよりシート材Ｓを受け取り、シート材後端が切替手段９０，９１間を通過した所定
タイミング後に不図示の制御手段により正逆ローラ９４，９５に反転起動をかけ、反転搬
送路９６上の切替え手段９０により、受け取り口高さｃに対応した反転排出口ｄ２を選択
し、排出する。
【００５２】
このように、本発明を適応させた反転装置を介在させれば、設置床面からの、画像形成装
置の排出口の高さと、シート材後処理装置の受け取り口の高さが異なる装置同士であって
も、接続が可能になる。
【００５３】
複数の異なる画像形成装置用に開発された、非常に多くのシート材後処理装置が装着可能
となり、シート材処理に対するユーザーの多様な要望に答えられる組み合わせを容易に実
現させることが可能である。
【００５４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、分岐搬送経路に沿って配置される複数のシート材
後処理装置及び積載トレイへのシート材供給と仕分け処理を同時に行なうことができるの
で、設置スペースを削減することができる。
【００５５】
また、シート材搬送経路上のシート材が反転した後、要望のシート材後処理装置へシート
材を供給するのに迂回する必要が無くなり、反転後ダイレクトにシート材を供給できるの
で、出力完了までの時間が短縮でき、作業効率を向上することができる。
【００５６】
また、制御手段により、反転起動のタイミングを変えるだけでシート材の仕分けができる
ので、これまでのように、切替え手段であるフラッパーをアクチュエートさせるソレノイ
ドなどの駆動手段を切替手段の数だけ設ける必要も無くなり、低コストで、アクチュエー
ト音なども無く静音で高品質なシート材反転装置及びシート材処理装置を提供することが
可能となる。
【００５７】
さらに、設置床面からの排出口の異なる画像形成装置と、設置床面からの受入口の異なる
シート材後処理装置の接続を、本発明の装置を介在させ、反転排出口を選択することでこ
れまで実現出来なかった、画像形成装置とシート材後処理装置との接続組み合わせを可能
とする。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係るシート材処理装置の概略断面図である。
【図２】本発明の実施の形態２に係るシート材処理装置の概略断面図である。
【図３】本発明の実施の形態３に係るシート材処理装置の概略断面図である。
【図４】従来技術のシート材処理装置の概略断面図である。
【符号の説明】
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１　プリンタ
５０，８０　シート材反転装置
５１，８１　シート材検知手段
５４，５５，５６，８３，９４，９５　正逆ローラ（シート材搬送手段）
５８，５９，６１，６５，８６，８７　積載トレイ
５２　フラッパー
５３，６０，６２，６４，８４，８５，９０，９１，９２　フラッパー（切替手段）
６３　シート材後処理装置
７０，８８，９６　反転搬送路（シート材搬送経路）
７１，７２，７３，７４，８４ａ，８５ａ　分岐搬送経路
Ｂ　画像形成装置
Ｃ　ステイプルスタッカー
Ｄ　シート材反転装置
ｄ２　反転排出口

【図１】 【図２】
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